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廿日市市公共施設包括管理業務委託プロポーザル実施要領 

（公民連携型） 

 

    

１１１１    目的目的目的目的    

 廿日市市（以下「本市」という。）では、廿日市市公共施設マネジメント基本方針に基

づき、保有する公共施設の効率的・効果的な管理運営を推進している。 

 この要領は、民間のノウハウを最大限活用し、公共施設保守管理等の質の向上、業務量

の低減及びコスト削減を図るため、市有施設６９施設の設備等の保守管理、点検、法定検

査及び維持管理等の包括管理業務を委託するに当たり、公募によるプロポーザルを実施す

るために必要な事項を定める。 

 

２２２２    プロポーザルに付する事項プロポーザルに付する事項プロポーザルに付する事項プロポーザルに付する事項    

(1) 業務名 

廿日市市公共施設包括管理業務 

(2) 委託の内容 

 「廿日市市公共施設包括管理に関する仕様書」（別紙）のとおり  

(3) 履行場所 

廿日市市内 

(4) 履行期間 

 令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 債務負担行為に基づく複数年契約 

（5） 提案上限額 

   本業務の委託料については、５３４，９００千円（消費税及び地方消費税を含む。５

年間の総額。）を５年間の上限とする。令和元年度分は０円とする。 

   なお、提案上限額を超える提案を行った場合は、失格とする。 

   提案にあたっては、営繕業務にかかる５年間の費用として１２７，６３０千円（５年

間の総額。２５，５２６千円／年）を見込んで提案すること。ただし、履行期間中に対

象施設の内容等に変更が生じた場合は、その都度、契約内容を変更する。 

 

３３３３    参加条件参加条件参加条件参加条件    

(1) 参加者の資格 

ア 参加者は、「９ 企画提案書の提出」に示す提出書類により、本実施要領及び仕様

書イメージの内容を十分に遂行できると認められる者であること。 

イ 参加者は、本市との協議・調整に十分な能力を有し、契約及び本事業の実施、諸条

件の変更等について柔軟な対応ができる者であること。 

ウ 参加者は、本事業の遂行に必要な資格を有する者で構成、又は関連会社・協力会社

を含めて必要な資格等を網羅し、一連の業務を確実に遂行できる者であること。 

エ 参加者は、社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。）に加入し

ていること。 
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(2) 参加者の制限 

次の条件を全て満たす者とする。複数事業者が連携し、応募者となる場合は、そのグ

ループを構成する全ての企業において条件を満たすこと。なお、企画提案書提出期限後

から契約締結までの間に参加資格の要件を満たさなくなった場合は失格とする。この際、

その事実が発生した時点において、速やかに市に報告すること。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれにも

該当しない者であること。 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除され

ていない者であること。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立又は民事

再生法（昭和１１年法律第２２５号）に基づく再生手続きの申立がなされていないこ

と。 

エ 銀行取引停止処分を受けていない者であること。 

オ 事業者及びその代表者が直近１年間の国税及び地方税を滞納していないこと。 

カ 政治団体（政治資金規正法第３条の規定によるもの）及び宗教団体（宗教法人法第

２条の規定によるもの）でないこと。 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団又は同条第６項に規定する暴力団員が経営する法人若しくは

暴力団員が実質的に経営を支配する法人若しくはこれらに準じる者でないこと。 

ク 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

ケ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項若しくは第５項の規定によ

る営業停止の処分を受けていない者であること。 

 

４４４４    応募及び各手続応募及び各手続応募及び各手続応募及び各手続きの窓口きの窓口きの窓口きの窓口    

 廿日市市経営企画部行政経営改革推進課資産経営グループ（担当：酒屋、河村） 

 所在地 〒７３８－８５０１ 広島県廿日市市下平良一丁目１１番１号 

 電 話 （０８２９）３０－９１８０ 

 ＦＡＸ （０８２９）３２－１０５９ 

 電子メール gyokaku@city.hatsukaichi.lg.jp 

 

５５５５    プロポーザルによる選定スケジュールプロポーザルによる選定スケジュールプロポーザルによる選定スケジュールプロポーザルによる選定スケジュール    

  全体のスケジュールは次のとおり。各項目の詳細は、本実施要領の６以降を参照。 

  項目 期間または期限等 

１ 実施要領の公表 令和元年７月１９日（金） 

２ 質問書の提出 令和元年７月１９日（金）～８月５日（月） 

３ 質問書に対する回答 令和元年８月１６日（金） 

４ 参加申込書兼誓約書等の提出 令和元年８月９日（金）～８月２３日（金） 

５ 企画提案書等の提出 令和元年８月２６日（月）～９月１２日（木） 

６ プレゼンテーションの実施通知 令和元年９月１３日（金） 
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７ プレゼンテーション 令和元年１０月１０日（木） 

８ 審査結果通知・公表 令和元年１０月中 

９ 詳細協議 令和元年１０月～ 

10 契約 詳細協議が整い次第（令和元年１１月中予定） 

11 業務期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

※施設の見学を希望する場合は、希望する施設と日時を４の応募及び各手続きの窓口へ電話

又は電子メールで連絡すること。 

なお、施設見学の参加の有無は、審査には影響しない。 

    

６６６６    実施要領の実施要領の実施要領の実施要領の配配配配付付付付    

(1) 配付開始年月日 

  令和元年７月１９日（金） 

(2) 配付方法 

  市ホームページに掲載し、ダウンロードできることとする。 

  http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp 

 

７７７７    参加参加参加参加申込書兼誓約書申込書兼誓約書申込書兼誓約書申込書兼誓約書等等等等の提出の提出の提出の提出    

 プロポーザル参加者は、参加申込書兼誓約書等の提出書類を持参又は郵送等の方法で提

出すること。 

(1) 提出期間 

  令和元年８月９日（金）～８月２３日（金）※午後３時必着 

(2) 提出先 

４の応募及び各手続きの窓口 （廿日市市経営企画部行政経営改革推進課） 

(3) 提出書類 

次の書類を各１部提出すること。グループでの参加の場合は、グループ全員の書類が

必要。 

書類名 様式など 

参加申込書兼誓約書 様式１ 

※複数の事業者が連携する場合は、参加希望の主たる事

業者が提出するものとし、合わせて連携事業者（従た

る事業者）についても必要事項を記載すること。 

業務実績書 任意Ａ４。直近の主な類似する業務の実績を記載するこ

と。２ページ程度。 

財務書類 直近３年分の賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書、個別注記表、キャッシュフロー計算書（作成し

ていない場合は不要） 

※財務書類については、勘定科目別内訳明細表、法人税

申告等別途書類の提出を依頼することがある。 

納税証明書 ○廿日市市発行の納税証明書 

・滞納のないことを証明したもの 
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・廿日市市内に営業所等がないなどのため、廿日市市

に納税義務がない場合は不要。 

○消費税及び地方消費税の納税証明書 

 ・未納の税額がないことを証明したもの 

※本市の競争入札参加資格を有する場合は、提出不要。 

 (4) 参加資格の取り消し 

提出された書類に虚偽の記載が判明した場合は、参加資格を取り消す。 

 

８８８８    実施実施実施実施要領等に関する質問の受付及び回答要領等に関する質問の受付及び回答要領等に関する質問の受付及び回答要領等に関する質問の受付及び回答    

(1) 提出期間 

令和元年７月１９日（金）～８月５日（月）午後３時まで 

(2) 提出方法 

 様式２の質問書を４の応募及び各手続きの窓口まで電子メールで提出すること。 

電子メールを送信する際の件名は、「廿日市市公共施設包括管理業務委託プロポーザ

ルに関する質疑について【事業者名】」とすること。 

(3) 質問に対する回答 

 回答は、令和元年８月１６日（金）午後５時に市ホームページに掲載する。 

(4) その他 

ア 質問及び質問に対する回答は、仕様書の追補とみなす。 

イ 質問の内容に参加者名を特定できる記載があるときは、回答しない。 

 

９９９９    企画提案書の提出企画提案書の提出企画提案書の提出企画提案書の提出    

(1) 提出期限 

 令和元年８月２６日（月）～９月１２日（木）※午後３時必着 

(2) 提出方法 

 企画提案書等の提出は、持参又は郵送とする。持参の場合は、土日祝日以外の午前９

時から午後５時まで（提出期限最終日は午後３時まで）に、郵送の場合は、提出期限の

日に必着とする。発送後であっても未着の場合は、提出期限内の提出がなかったものと

みなす。 

(3) 提出先 

４の応募及び各手続きの窓口 

(4) 提出書類 

次の書類を提出するものとする。企画提案書はＡ４縦とし、３０ページ以内で簡潔に

まとめること。 

なお、企画提案書の副本は提案者の名称を伏せて作成すること。 

書類名 様式など 提出部数 

企画提案書（正本） 様式３  ２部 

企画提案書（副本） 様式３ １１部 

事業者の事業内容のわかるもの パンフレット等  １部 

情報非公開希望申立書 様式４  １部 
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(5) 提案の取り下げ等 

ア 提案書の再提出 

 企画提案書の再提出は、上記(1)の期限内に限り認める。ただし、部分的な差し替

えは認めない。 

イ 参加を辞退する場合 

 参加申込み後に本プロポーザルへの参加を辞退したい場合は、参加辞退届（様式５）

を提出するものとする。 

(6) 企画提案書の取扱い 

ア 提出書類は、再提出があった場合を除き、参加辞退届が提出された場合であっても、

返却しない。 

イ 提出書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

ウ 原則として第三者へ公開しないものとするが、廿日市市情報公開条例の対象行政文

書となるため、本業務の審査終了後以後に情報公開請求によって、公開される可能性

がある。 

エ 記載内容の追加及び変更は、原則として認めない。 

(7) 費用の負担 

 このプロポーザルに要する費用は、参加者の負担とする。 

(8) 本市からの提示資料の取扱い 

 本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、提

案者は、応募に当たって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

 

10101010    ヒアリングの実施ヒアリングの実施ヒアリングの実施ヒアリングの実施    

申請者から提出された申請書等をもとに、実施要領において定めた資格・要件が備わっ

ているかどうかを審査する。必要に応じて提案内容に関するヒアリングを実施する。 

 

11111111    プレゼンテーションの実施プレゼンテーションの実施プレゼンテーションの実施プレゼンテーションの実施    

 提出された企画提案書に基づくプレゼンテーションを次のとおり実施する。なお、プレ

ゼンテーションに参加しない者は、辞退したものとみなす。 

(1) 実施日時 

 事業者ごとの実施日時及び実施会場等は、後日、通知する。 

(2) 出席者 

 １者３名以内とする。 

(3) 実施方法 

 企画提案書に基づき、１者３０分以内（説明１５分以内、質疑応答１５分以内）で説

明を行う。 

(4) その他 

 必要な機材等がある場合は、原則参加者で用意、設置すること。（ただし、プロジェ

クター及びスクリーンが必要であれば、市で用意するので申し出ること。） 

   パワーポイント等で説明を行う場合は、企画提案書を抜粋したもので行うこととし、

新たな資料（画面）を作成しないこと。 

 



6 

 

12121212    提案の審査及び契約候補者の決定提案の審査及び契約候補者の決定提案の審査及び契約候補者の決定提案の審査及び契約候補者の決定    

(1) 審査の方法 

 審査は、「廿日市市公共施設包括管理業務委託事業者選定委員会」（以下「選定委員会」

という。）により、評価項目に基づいて企画提案書の内容を審査し、提案者ごとの総合

評価点を算出する。 

(2) 審査項目及び評価基準 

評価項目 評価の視点 配点 

１基本方針 本業務における基本的な考え方 １０ 

２業務遂行計画 実施に向けたスケジュール １０ 

 業務遂行計画等の整備  

３業務遂行内容 適切かつ効率的な業務遂行の取組み ６０ 

 事故防止や安全管理、衛生管理等の取組み  

 施設保守管理の質の向上  

 営繕業務の有益性  

 各事業者間の調整、業務の維持・向上  

４業務体制・人員配置 業務担当者の配置と体制 ３０ 

 業務責任者の適正  

 緊急対応体制及び緊急時の対応  

 人材育成の取組み  

５安定性・実績等 持続的、安定的に業務遂行できる基盤 １０ 

 類似業務の受託等の実績  

６その他 独自提案内容の有益性、実現可能性 ５０ 

 独自提案内容における予防保全の視点  

 修繕計画の活用  

 地域の活性化に対する姿勢  

 パートナーシップ（ＰＰＰ）に対する姿勢  

７見積額 見積額、積算内容 ３０ 

合  計 ２００ 

    

(3) 契約候補者の決定方法 

 総合評価点が最も高い応募者を契約候補者とする。 

(4) 審査結果の通知 

 審査結果の公表に当たっては、契約候補者の名称及び点数を公表する。 

(5) その他 

ア 企画提案書を提出した者が１者のみの場合でも、企画提案書の審査を実施する。 

イ 提出された企画提案書を審査した結果、一定の基準を満たしていないと判断した場

合は、事業者の選定を行わないことがある。 

ウ 企画提案書を審査した結果、契約候補者となるべき評価点の者が２者以上ある場合

は、くじによって契約候補者を決定する。 

エ 審査の経過に対する問い合わせには応じない。 



7 

 

13131313    契約契約契約契約    

(1) 契約の締結 

 選定委員会による審査の結果、契約候補者に選定された事業者と提出された企画提案

書を基に協議を行い、協議が整った場合に、契約を締結する。この協議の際、提出され

た企画提案書の内容を一部変更する場合がある。 

 また、協議が整わない場合にあっては、次順位の者と協議の上、契約を締結する場合

がある。 

 (2) 契約条項等 

 別に定める業務委託契約書のほか、廿日市市契約規則（昭和６３年規則第１５号）及

び廿日市市会計規則（昭和６２年規則第１３号）の定めるところによる。 

 

14141414    公正なプロポーザルの確保公正なプロポーザルの確保公正なプロポーザルの確保公正なプロポーザルの確保    

(1) プロポーザル参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号）に抵触する行為を行ってはならない。 

(2) プロポーザル参加者は、競争を制限する目的で他のプロポーザル参加者と参加意思及

び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に提案書等を作成しなけれ

ばならない。 

(3) プロポーザル参加者は、契約候補者の選定前に、他のプロポーザル参加者に対して提

案書等を意図的に開示してはならない。 

(4) プロポーザル参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、プロポーザル

を公正に執行することができないと認められるときは、当該プロポーザル参加者をプロ

ポーザルに参加させず、又はプロポーザルの執行を延期し、若しくは取りやめることが

ある。 

 

15151515    関係法令の遵守関係法令の遵守関係法令の遵守関係法令の遵守    

 参加者は、刑法（明治４０年法律第４５号）及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律を遵守し、このプロポーザルにおける業者選定手続の公正、公平を害する行為

を行わないこと。 

 

16161616    提案者の失格提案者の失格提案者の失格提案者の失格    

  提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

(1) 「３ 参加条件」を満たしていない者 

(2) 提出書類に虚偽の記載をした者 

(3) 正当な理由なくプレゼンテーション・ヒアリングに応じなかった者 

(4) その他このプロポーザルの条件に違反した者 

(5) 提案上限額を越えて提案を行った者 

 

17171717    著作権等著作権等著作権等著作権等 

(1) 著作権 

企画提案書の著作権は、提案書を提出した参加者に帰属する。ただし、このプロポー

ザルに関する公表その他市が必要と認めるときは、市は企画提案書の全部又は一部を参
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加者の承諾を得ずに無償で使用できるものとする。 

(2) 特許権 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外

の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、

施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、事業者が負うも

のとする。 

 

18181818    その他その他その他その他    

(1) 企画提案書の作成等、このプロポーザルの参加に要する費用は、提案者の負担とする。 

(2) 契約候補者の決定後、契約締結までの間に、契約候補者がこのプロポーザルの参加要

件を満たさなくなった場合は、契約を締結しないことがある。 

(3) このプロポーザルにおいて使用する言語は、日本語、通貨単位は円とする。 

(4) 参加申込手続及び提案手続きで提出した書類に虚偽の記載をした場合は、指名除外を

行うことがある。 

(5) プロポーザルに関し、提出された参加申込書兼誓約書及び企画提案書等は、契約候補

者の選定以外の目的で使用しない。 

(6) このプロポーザルにおいて市が提供する資料は、このプロポーザルの目的以外で使用

することはできない。 

(7) 契約締結後においても、受託者がこのプロポーザルにおいて失格事項に該当していた

ことが明らかとなった場合は、市は契約を解除することができる。 

(8) 業務の委託開始までの準備にかかる経費については契約候補者の負担とする。 

 


